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精神病院における結核集団発生
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目的および方法　精神病院における結核集団発生の経験を踏まえ，結核院内感染予防対策につい

て考察した。

結果　八王子保健所管内には18の精神病院がある。その中の某病院において，1995年12月から

1998年11月の間に，計18人の結核患者が発生した。彼らは全員が入院患者で，うち2人は結

核の既往歴があった。

　第1回目の定期外健康診断で，52人がイソニコチン酸ヒドラジド（INH）による化学予

防の対象となった。この病院では，入院患者の定期的な胸部X線撮影は実施されていなか

った。

　結核と診断した医師からの発生届出がなかったことや，医療費公費負担申請を受理した保

健所から当保健所に通報がなかったことにより，結核集団発生の把握が遅れた。

　培養が陽性だった8人の結核菌はすべて，INH，リファンピシン，ストレプトマイシン，

エタンブトールに感受性があった。菌株を入手できた4人の結核菌のRFLP分析パターン

はすべて一致した。

結論　精神病院における結核の集団感染を防止するためには，以下の点を考慮する必要がある。

　1.　精神病院は，入院患者の身体状況を注意深く観察し，患者が結核の症状を呈している

場合には，適切な健康診断を実施すべきである。

　2.　結核を診断した医師は，もよりの保健所へ患者発生届を必ず提出しなければならな

い。

　3.　届出を受理した保健所は，綿密な調査を行い，関係する保健所へ確実に通報するべき

である。

　4.　定期外健康診断は，保健所の主導下で，的確に実施されるべきである。

　5.　結核菌のRFLP分析は，結核の感染源や感染経路の解明に大変有用である。

　6.　中年以降の年齢層に対する化学予防適用基準が確立されるべきである。
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